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日専連旭川カード会員規約 

 

＜＜＜＜一般条項一般条項一般条項一般条項＞＞＞＞    

第第第第１１１１条条条条（（（（本人会員本人会員本人会員本人会員およびおよびおよびおよび家族会員家族会員家族会員家族会員））））    

１．本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連旭川（以下「当社」という）にクレジット

カード会員として入会を申込み、当社が審査し適当と認めた方をいいます。 

２．家族会員とは、本人会員が指定した家族等で当社が認めた方をいい、当社は本人会員の申出に

より当該会員用に家族カードおよび学生カード（以下クレジットカードおよび家族カードなら

びに学生カードを「カード」という）を発行します。家族カードおよび学生カードを発行した

場合もその取扱は本規約を準用し、本規約においては本人会員および家族会員を総称して会員

といいます。家族会員は本人会員が脱会その他の理由で会員資格を喪失したときは当然会員資

格を喪失します。 

３．本人会員は、家族会員として申込みしたカードの利用に対して第５条に定めるショッピングお

よびキャッシングによるカード利用ならびに第２条１項に定めるサブカード利用等の一切の

権限（以下「本代理権」という）を授与するものとし、本規約に定める家族会員の債務すべて

を引受けるものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権を消滅させるときまたは無

効等の消滅事由が発生した場合は、第１０条１項による所定の方法により、家族カードの利用

中止を申出るものとし、当社がこの申出を受付したときに代理権が消滅するものとします。 

４．家族会員は、当社が家族カードの利用内容等を本人会員に対し通知することを予め承諾するも

のとします。また、本人会員は、当社が家族会員に対しカードの利用内容・利用可能枠等必要

と判断される内容を開示することを予め承諾するものとします。 

５．本人会員が入会申込み時未成年者の場合にあっては、原則親権者の同意を得るものとします。 

 

第第第第２２２２条条条条（（（（カードカードカードカードのののの貸与貸与貸与貸与・・・・有効期限有効期限有効期限有効期限））））    

１．本規約に定める日専連旭川カードは次の３種類とし、総称して日専連旭川カードといいます。

また、会員の申出によりＥＴＣカード、シャトルカード、タクシーチケット等（以下「サブカ

ード」という）を発行した場合も本規約を準用するものとします。 

（１）株式会社ジェーシービー（以下「ＪＣＢ」という）との提携契約に基づいた、ＪＣＢカ

ード機能を有する日専連旭川ＪＣＢカード。 

（２）三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下「三菱ＵＦＪニコス」という）との提携契約に基づい

た、ＤＣカード機能およびＶＩＳＡカード機能を有する日専連旭川ＤＣ／ＶＩＳＡカー

ド。 

（３）三菱ＵＦＪニコスとの提携契約に基づいた、ＤＣカード機能およびＶＩＳＡカード機能

を有する日専連旭川ＤＣ／ＶＩＳＡゴールドカード。 

２．カードには会員番号・会員氏名・有効期限等（以下「カード情報」という）が表示され、カー

ドが貸与されたときは、速やかにカード表面に印字されたカード情報を基に会員本人が所定の

署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもって管理・利用するものとします。 

３．当社は本人会員および家族会員にそれぞれ１枚のカードを貸与します。尚、カードの所有権は

当社およびＪＣＢまたは三菱ＵＦＪニコス（以下ＪＣＢと三菱ＵＦＪニコスを「提携クレジッ

ト会社」という）に帰属し、サブカードは当社に帰属します。 

４．カード、サブカードおよびカード情報は、カード情報に表示された本人のみ使用でき、家族間

および他人に貸与・譲渡・質入れその他担保提供・寄託・占有の移転等一切できません。尚、

当社が必要と認めてカードおよびサブカードの返却を請求したときは、会員はこれに従うもの

とします。 

５．カードの有効期限はカードの表面に月/年（西暦の下２桁）で印字された年月の末日までで、

当社が引続き会員と認めた場合、当社所定の時期に更新するものとします。尚、新しいカード

の送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは会員の責任において

切断する等使用不能な状態にして廃棄処分していただきます。 
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第第第第３３３３条条条条（（（（年会費年会費年会費年会費））））    

カードの発行を受けた本人会員は、別に定める期日に所定の年会費、盗難保険料を当社に対し支払

うものとします。尚、支払済みの年会費、盗難保険料は、脱会または会員資格喪失の場合であって

も返還しないものとします。但し、当社が特に認めた場合、年会費、盗難保険料は免除することが

あります。 

 

第第第第４４４４条条条条（（（（暗証番号暗証番号暗証番号暗証番号））））    

１．会員は、入会申込み時に当社所定の方法によりカードの暗証番号を電話番号・生年月日・４桁

の同番号等容易に推測される番号以外を選択して届けるものとし、当社は届出の番号を登録す

るものとします。但し、届出がない場合または当社が不適当と判断した場合は、当社が指定し

た暗証番号を登録することに予め承諾するものとします。 

２．暗証番号は他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カ

ード利用の際登録された暗証番号が使用されたときは、その利用は当該カードを貸与されてい

る本人が利用したものと推定し、その利用代金すべてを会員が負担するものとします。但し、

登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または重大な過失が存在しないときはこの限り

ではありません。 

３．会員は当社所定の方法により暗証番号を変更することができます。但し、暗証番号変更に費用

が発生する場合は、当社所定の費用を本人会員が負担するものとします。 

 

第第第第５５５５条条条条（（（（カードカードカードカードのののの機能機能機能機能））））    

会員は、＜ショッピング条項＞に定める方法・条件によりカードおよびカード情報を利用して、商

品・権利の購入、役務の提供・サービスの提供（以下「ショッピング」という）および＜キャッシ

ング条項＞に定める方法・条件によりカードを利用して、金銭の借入れ（以下「キャッシング」と

いう）を利用することができます。 

 

第第第第６６６６条条条条（（（（カードカードカードカードのののの基本極度枠基本極度枠基本極度枠基本極度枠およびおよびおよびおよび利用可能枠利用可能枠利用可能枠利用可能枠））））    

１．カードの基本極度枠は、当社が法令に定める審査を行った上で定めた金額とし、基本極度枠を

設定するためには本人会員の年収と法令に認める配偶者または親族の年収を合算する場合が

あります。 

２．会員は基本極度枠の範囲内で反復して利用できるものとします。カードの基本極度枠において、

２ヶ月以上の期間にわたり、または、２回以上の分割で利用するショッピング利用専用の枠（以

下「分割ショッピング枠」という）と、１回払いで利用するショッピング利用専用の枠（以下

「一括ショッピング枠」という）およびキャッシング利用専用の枠（以下「キャッシング枠」

という）で構成されております。キャッシングの利用がある場合は、基本極度枠からその利用

残高を差引いた額がショッピングとして利用できる枠となります。 

３．分割ショッピング枠は、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法

に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引の利用可能枠として定める場合があ

ります。 

４．当社は、会員のカード利用状況、本人会員の信用状況（入会申込み時または取引継続中の基本

極度枠算定に、法令に認める配偶者または親族からその収入を合算し利用枠を設定した会員に

ついては、当該合算者の収入および信用状況を含む）、および法令の定めに基づく途上与信調

査の結果等により、会員に通知することなくカード利用の制限、基本極度枠の減額あるいは利

用をお断りする場合があります。尚、会員の求めにより当社が審査を行い、かつ法令で定めら

れた金額の範囲内で承認した場合、分割ショッピング枠および一括ショッピング枠ならびに基

本極度枠の増額をできるものとします。 

５．当社は、会員のカード利用状況、本人会員の信用状況および法令の定めに基づく途上与信調査

の結果等により、本人会員の返済能力を超える場合は、会員に通知することなくキャッシング

利用の制限、ご利用可能上限枠の減額および利用をお断りする場合があります。また、本調査
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のため年収額（年収額・月収額を含む）を証明する書類の提出を、当社が求める場合があるこ

とを会員は予め承諾するものとします。尚、キャッシングご利用可能上限枠の増額は会員の求

めがあった場合のみ、当社が審査を行い法令で定める範囲内で基本極度枠内でのキャッシング

ご利用可能上限枠の増額、基本極度枠の増額を伴うキャッシングご利用可能上限枠の増額をで

きるものとします。 

６．会員は、当社が特に認めた場合を除き、利用枠を超えてカードを利用してはならないものとし

ます。また、当社の承認を得ず利用した場合、利用枠を超過した金額は一括してお支払いいた

だきます。 

７．カードの利用可能枠は、本条１項および２項によるご基本極度枠から未払い残高を差引いた額

となりますが、既に入金した場合でも、コンピュータ等事務処理の都合により利用可能枠の復

元が遅れる場合があります。 

 

第第第第７７７７条条条条（（（（代金決済代金決済代金決済代金決済））））    

１．ショッピング利用代金および手数料、キャッシングの融資金および利息、サブカード利用代金

および手数料（以下「カード利用」という）、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切

の債務は、本人会員が予め約定した支払日、支払方法により当社に支払うものとします。尚、

金融機関の口座振替を利用の場合、約定日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日に引落し

となります。 

２．カード利用代金等は毎月末日に締切り、第１回目の請求月は利用月の翌月とします。お買上計

算書は利用月の翌月中旬に、当社にお届けの自宅住所に普通郵便で送付または、その他当社所

定の方法により交付することについて承諾するものとします。お買上計算書の内容についての

ご確認およびお問い合わせは、お買上計算書到着後７日以内にしていただくものとし、この期

間異議の申立てがない場合は記載内容についてご承認いただいたものとみなします。 

３．当社、加盟店、提携加盟店、国外加盟店等の事務処理の都合上、第１回目の請求月が利用月の

翌月以降になる場合があります。 

 

第第第第８８８８条条条条（（（（日本国外日本国外日本国外日本国外のののの利用代金利用代金利用代金利用代金のののの円換算円換算円換算円換算））））    

会員の日本国外におけるカード利用代金は、所定の売上票または売上伝票記載の現地通貨額を、当

社および提携クレジット会社所定の方法で円貨に換算した上、国内のカード利用代金と同様の支払

方法でお支払いいただくものとします。尚、為替レートは提携クレジット会社が処理をした時点の

レートを適用します。 

 

第第第第９９９９条条条条（（（（支払金等支払金等支払金等支払金等のののの充当順序充当順序充当順序充当順序））））    

本人会員が弁済した金額が、本規約に基づく当社に対する一切の債務を完済するに満たないとき、

または、超過支払金があるときは、会員へ通知なくして当社所定の順序および方法により、いずれ

の債務に充当しても異議ないものとします。但し、分割支払金およびリボルビング払いの支払いの

抗弁に関わる債務については割賦販売法の規定に従うものとします。 

 

第第第第１０１０１０１０条条条条（（（（脱会脱会脱会脱会およびおよびおよびおよびカードカードカードカード利用利用利用利用のおのおのおのお断断断断りならびにりならびにりならびにりならびに会員資格会員資格会員資格会員資格のののの取消取消取消取消））））    

１．会員の都合により脱会するときは、当社所定の届出を行うものとし、同時に会員へ貸与したカ

ードおよびサブカードは返却するものとします。尚、会員の一切の当社に対する未払債務を完

済したときをもって脱会とします。 

２．プロバイダー・インターネットサイト提供・通信事業等・保険契約・公共料金契約・新聞購読

料等（以下「会員番号登録型継続契約」という）の利用がある場合は、会員がその決済方法を

速やかに変更するものとします。また脱会後であっても手続きを怠り発生した請求金額は、た

だちに支払うものとします。 

３．会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードおよびサブカー

ドの利用停止、または会員の資格を取消すことができるものとします。これらの措置とともに
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加盟店に当該カード等の無効を通知することがあります。 

（１）入会時に虚偽の申告をしたとき。 

（２）本規約のいずれかに違反し、当社が会員として不適格と判断したとき。 

（３）カード利用代金の支払等、当社に対する債務の履行を怠ったとき。 

（４）会員の信用状況が著しく悪化若しくは悪化することが見込まれると当社が判断したとき。 

（５）商行為とした売買契約、サービス提供契約（但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販

売取引または連鎖販売取引に該当する場合は除く）に係るショッピング利用の疑いまた

は、商品の質入れや譲渡等当社の所有権を侵害する行為を行ったとき。 

（６）現金化ならびに換金を目的とした商品購入の疑い等、カード利用状況が不適当もしくは

不審であると当社が判断したとき。 

（７）長期間にわたりカード利用がなく、当社所定の基準による期間を経過したとき。 

（８）暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、

その他の反社会的勢力に該当することが判明したとき。 

（９）暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力行為、

当社の業務を妨害する行為、その他反社会的行為があったとき。 

（１０）貸金業法または日本貸金業協会制定規則等に基づく年収その他定例的な収入の証明書

の提出依頼を拒否したとき。 

（１１）会員のキャッシング利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および他の貸

金業者からの借入残高の合計が、会員の年収その他定期的な収入の合計額の三分の一を

超えるとき。 

（１２）上記（１）から（１１）以外の事由により当社が不適格と判断したとき。 

（１３）会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカード

につき上記（１）から（１２）までの事項のいずれかに該当する事由が生じたとき 

４．本条３項に該当し、当社または加盟店がカードおよびサブカードの返却を求めた場合は、会員

は直ちに当該カードを返却するものとします。尚、当社がその回収に要した一切の費用は会員

が負担するものとします。 

５．会員が第１１条のいずれかに該当したときは、当社は会員資格を喪失させることができるもの

とします。この場合、会員は当社に対しカードおよびサブカードを返却するものとし、カード

の利用代金等当社に対するすべての債務の残額を直ちに支払うものとします。 

６．第２条５項に定めるカードの更新が行われない場合は、カードの有効期間が満了し本規約に基

づく当社に対する一切の債務が完済されたときをもって会員資格が喪失するものとします。 

 

第第第第１１１１１１１１条条条条（（（（期限期限期限期限のののの利益利益利益利益のののの喪失喪失喪失喪失））））    

１．会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利

益を失い、当社に対する債務全額を直ちに支払うものとします。 

（１）１回払いのショッピング利用代金およびキャッシング利用代金を約定期日に支払わなかった

とき。 

（２）ショッピング利用代金で、分割支払金、ボーナス一括払い、ボーナス２回払いの支払いを遅

延し、当社から２０日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期

間内に支払わなかったとき。 

（３）自ら振り出した手形、小切手が不渡りとなり、また一般の支払いを停止したとき。 

（４）差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けたとき。 

（５）破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受

けたとき又自らこれらの申立てをしたとき。 

（６）商品の購入等が会員にとって営業のため若しくは営業として締結するものであるなど割賦販

売法第３５条の３の６０第１項に該当する取引については、会員が分割支払金の支払を１回で

も遅滞したとき。 

（７）債務整理のため和解・調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士もしくは
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司法書士に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 

（８）カードを他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供、売却等、または商品を質入れ、換金、譲

渡、賃貸等、当社カードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 

２．会員は、次のいずれかに該当したときは当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一

切の未払債務全額を直ちに支払うものとします。 

（１）本入会申込に際する虚偽申告や、本規約上の重大な違反となるとき。 

（２）第１０条３項のいずれかに該当し会員資格が取り消された場合。 

（３）会員が失踪または刑事上の訴追、または後見人・補佐の宣告を受けるなど信用状態が著しく

悪化したとき。 

 

第第第第１２１２１２１２条条条条（（（（費用費用費用費用・・・・公租公公租公公租公公租公課課課課のののの等等等等のののの負担負担負担負担））））    

１．本人会員は、当社に対するカード利用代金等の支払いに要する費用を負担するものとします。 

２．本人会員が支払いを遅延したことにより、本人会員の要請に基づき当社が金融機関に再度口座

振替を依頼したときは、再取扱手数料として振替手続き１回につき２１０円、会員からの要請

で振込用紙を送付したときは送付１回につき２１０円を別途当社へ支払うものとします。 

３．会員は会員の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したときはその費用として訪問回数１

回につき１，０５０円を別途当社へ支払うものとします。 

４．当社が催促等に要した催告費用、弁済契約締結等に要した費用、裁判手続き等に要した費用は

会員の負担とします。尚、これらの費用負担は脱会後も同様とします。 

５．会員は、当社から各種証明書の発行を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。 

６．カード利用、または本規約もしくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その

他公租公課は会員の負担とします。 

７．キャッシング利用の場合であって、キャッシング利息と本条に定める費用が発生した場合で、

法令に基づく範囲の費用を当社が請求したときは、本人会員は支払うものとします。 

 

第第第第１３１３１３１３条条条条（（（（紛失紛失紛失紛失・・・・盗難盗難盗難盗難））））    

１．カードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難・搾取・横領（以下「紛失・盗難」

という）により他人に不正使用された場合、会員は本規約に基づき使用されたすべての代金を

当社に支払う責を負うものとします。 

２．会員は、カードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難にあったときは、速やか

にその旨を当社に通知し最寄りの警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社へ提

出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合は、当社へは電話により届出ることもで

きます。 

３．カードおよびサブカードならびにカード情報等が紛失・盗難により不正に使用される懸念があ

り当社が適当と認めた場合は、会員への通知をせずにご利用を制限させていただく場合があり

ます。 

 

第第第第１４１４１４１４条条条条（（（（会員会員会員会員保障保障保障保障制度制度制度制度））））    

１．会員は第３条に定める当社所定の盗難保険（以下「保険」という）に加入いただきます。 

２．第１３条１項の規定にかかわらず、当社は会員がカードおよびサブカードならびにカード情報

等が紛失・盗難により他人に不正使用された場合であって、第１３条２項の警察ならびに当社

所定の届出書を当社へ届出するものとします。この場合当社が受理した日の前６０日間と後６

０日間に発生したものについて、その損害額の支払いを免除します。 

３．保障期間は、入会日から１年間とし、毎年自動継続されるものとします。 

４．本条２項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その損害額の全額を会員が負

担するものとします。 

（１）会員の故意または重大な過失に起因する損害。 

（２）会員の家族・同居人・留守人・その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等会
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員の関係者が関与し、または使用した場合の損害。 

（３）会員が本規約第２条および第４条に違反した場合の損害。 

（４）紛失・盗難、または被害状況の届けが虚偽であった場合の損害。 

（５）会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または被害状況の調査に協力せず損

害防止軽減のための努力をしなかった場合の損害。 

（６）その他会員が、当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合の損害。 

（７）戦争・地震等著しい社会秩序の混乱に乗じた紛失や盗難による損害。 

（８）第１３条２項の通知を当社が受理した日の前日から起算して６１日以前または６１日以

降に生じた損害。 

（９）カードおよびサブカードの署名欄に会員自身の署名がない状態での紛失・盗難による損

害。 

（１０）カード利用の際使用された暗証番号と登録されている暗証番号が一致しているときの

損害。 

（１１）カード利用の際事前に登録された暗証番号が会員の責において利用されたことによる

損害。 

（１２）その他本規約に違反している状況での紛失・盗難による損害。 

 

第第第第１５１５１５１５条条条条（（（（カードカードカードカードのののの再発行再発行再発行再発行））））    

カードは原則として再発行しないものとします。但し、紛失・盗難・毀損・滅失等により、当社が

特に認めた場合に限り再発行いたします。この場合会員は当社所定の手数料（１，０５０円）を支

払うものとします。 

 

第第第第１６１６１６１６条条条条（（（（届出事項届出事項届出事項届出事項のののの変更変更変更変更））））    

１．会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先（連絡先）、代金決済口座、家族会員等

について変更が生じたときは、速やかに当社に所定の届出書を提出いただきます。但し、当社

が変更事項および方法が適当と認めた場合は、当社へ電話等で届出ることもできます。 

２．１項の届出がなされない場合でも、当社が適法かつ適正な方法により取得した個人情報、また

はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係

る届出があったとものとして取扱うことがあります。尚、会員は当社の当該取扱につき異議を

述べないものとします。 

３．１項の届出がないために当社からの通知、または送付書類その他のものが延着し、または到着

しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、１項の

届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りで

はないものとします。 

４．当社が、会員あてに発送した通知等が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満

了時に、また受領を拒否したときには受領拒否時に会員に到着したものとみなします。但し、

会員にやむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りではないものとします。 

 

第第第第１７１７１７１７条条条条（（（（規約規約規約規約のののの変更変更変更変更・・・・承認承認承認承認））））    

本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知後、または新会員規約を送付した後に会

員がカードを使用もしくは異議の申立てがない場合、本人会員は変更事項または新会員規約を承認

したものとみなします。 

 

第第第第１８１８１８１８条条条条（（（（利率利率利率利率・・・・料料料料率率率率等等等等のののの変更変更変更変更））））    

本規約の手数料料率、利率等は、金融情勢の変化、その他相当の理由があるときは、法令の範囲以

内で、かつ一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合第１７条の規定にかか

わらず、当社からの料率等の変更通知もしくは、新規約送付後に、変更後の利率を適用する場合も

あります。 
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第第第第１９１９１９１９条条条条（（（（外国為替外国為替外国為替外国為替およびおよびおよびおよび外国貿易管理外国貿易管理外国貿易管理外国貿易管理にににに関関関関するするするする諸法令等諸法令等諸法令等諸法令等のののの適用適用適用適用））））    

日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関す

る諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じて提出

するものとします。また、日本国外でのカードの利用制限もしくは停止に応じていただくこともあ

ります。 

 

第第第第２０２０２０２０条条条条（（（（合意管轄裁判所合意管轄裁判所合意管轄裁判所合意管轄裁判所））））    

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当

社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。 

 

第第第第２１２１２１２１条条条条（（（（準拠法準拠法準拠法準拠法））））    

当社と会員との契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。 

 

第第第第２２２２２２２２条条条条（（（（公正証書公正証書公正証書公正証書））））    

会員は、当社が必要と認めた場合会員の負担で、強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ

必要書類を当社に提出するものとします。 

 

第第第第２３２３２３２３条条条条（（（（協議事項協議事項協議事項協議事項））））    

本規約の条項を適用することについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し

解決するものとします。 

 

＜＜＜＜ショッピングショッピングショッピングショッピング条項条項条項条項＞＞＞＞    

第第第第２２２２４４４４条条条条（（（（ショッピングショッピングショッピングショッピングのののの利用方法利用方法利用方法利用方法））））    

１．カードの発行を受けた会員は、本規約を承認の上、以下の（１）から（４）に掲げる加盟店(以

下「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票等にカードと同一の自己の署名を行う

ことによりショッピング利用ができます。尚、当社が適当と認めた加盟店において、売上票等

への署名を省略する場合や、加盟店に設置されている端末機に会員自身が暗証番号を入力する

ことによりショッピング利用できることがあります。 

（１）当社の加盟店および全国日専連加盟店ならびに当社が提携した提携先加盟店。 

（２）提携クレジット会社の加盟店または金融機関と契約した加盟店。 

（３）日専連ＤＣ／ＶＩＳＡカードおよびＤＣ／ＶＩＳＡゴールドカードについてはＶＩＳＡ 

International Service Association(以下「ＶＩＳＡ」という)と提携したクレジットカ

ード会社または金融機関と契約した加盟店。 

２．会員番号登録型継続契約等の取引において、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する等当

社所定の方法により、カードの提示もしくは売上票への署名等を省略して利用することができ

ます。 

３．ショッピング利用のために、カードおよびカード情報が加盟店に提示もしくは通知された際、

第三者による不正利用を防止するために、当該利用に際し使用者が加盟店に届出た会員の会員

番号・氏名・会員住所・電話番号・その他当該ショッピングの情報と、会員が当社に届出てい

る個人情報を照会し、一致の有無を当該加盟店に回答する場合があります。また、加盟店に対

し本人確認調査を依頼することがありますが、会員はこの調査に協力するものとします。 

４．ショッピング利用に際し、利用金額・購入商品・提供を受ける役務により、加盟店が当社また

は提携クレジット会社へ承認を求める場合がありますが、承認できない場合はご利用をお断り

することがあります。尚、当社が電話等の方法で直接または加盟店を通じて、会員の使用であ

るか等確認する場合があります。また、会員のショッピング利用が本規約に違反するなどその

他不適当と当社が判断した場合は、カードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場合も

あります。また、一部商品（貴金属・金券類等）についても同様にカードの利用を制限もしく
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はお断りさせていただく場合もあります。 

５．会員が日本国外の加盟店でカードを利用した場合、加盟店の所在する国の現地通貨で行うもの

とし、外貨額を提携クレジット会社所定の換算方法により円貨に換算の上、日本国内利用代金

と同様に請求するものとします。尚、この場合支払方法は原則１回払いとします。 

６．当社は、会員のショッピング利用代金を会員に代わって加盟店もしくは提携クレジット会社へ

立替払いするものとし、本人会員は当社が立替払いした当該利用代金に当社所定の手数料を加

算した額を支払うものとします。 

 

第第第第２５２５２５２５条条条条（（（（所有権所有権所有権所有権のののの留保留保留保留保））））    

会員は、カード利用により購入した商品等の所有権が、当社が販売店に立替払いしたことにより販

売店から当社に移転し、立替払い契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認め

るとともに、次の事項を遵守するものとする。 

（１）善良な管理者の注意を持って商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他所有権を侵害す

る行為をしないこと。 

（２）商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡す

るとともに、当社が所有権を留保していることを主張、証明してその排除に努めること。 

 

第第第第２６２６２６２６条条条条（（（（ショッピングショッピングショッピングショッピングのののの手数料手数料手数料手数料およびおよびおよびおよび支払方法支払方法支払方法支払方法））））    

１．当社は、会員のショッピング利用代金を毎月末日に締切り、翌月に請求するものとします。本

人会員は利用代金に分割手数料を加算した額（以下「分割支払金合計」という）を、予め約定

した支払日・支払方法により当社へ支払うものとします。尚、事務処理上の都合により翌月以

降に請求となる場合があります。月々の分割払いの支払金は、分割支払金合計を支払回数で除

した金額となります。（以下｢分割支払金｣という）但し、分割払い・ボーナス併用分割払い・

ボーナス２回払いの場合、月々分割支払金の単位は１０円とし、端数が発生した場合は初回に

算入します。（利用代金および分割手数料をそれぞれ支払回数で除し合計します。） 

２．ショッピングの分割支払金の支払方法は、１回払い・分割払い・ボーナス併用分割払い・ボー

ナス一括払い・ボーナス２回払い（一部加盟店で取扱ができない場合があります）の中から、

会員がカード利用した際に指定した方法によるものとします。但し、日本国外での利用は原則

１回払いとなります。尚、１回払い以外はそれぞれの支払対象月に請求するものとします。 

（１）当社が定める基本支払回数・支払期間・実質年率は下表とおりです。但し、下表に定め

のない回数においては当社の設定する分割手数料を付加するものとします。また、一部

加盟店では取扱いできない回数もあります。 

 

ａ 支払回数（回） １ ２ ３ ５ １０ １５ ２０ 

ｂ 支払期間（カ月） １ ２ ３ ５ １０ １５ ２０ 

ｃ  手 数 料 の料 率

（％）（実質年率） 

０ ０ １２．００ １３．２５ １４．２５ １４．４５ １４．５５ 

ｄ 現金販売価格１

００円当たりの

手数料（円） 

０ ０ ２．０１ ３．３５ ６．７０ ９．９０ １３．２０ 

 

ａ 支払回数（回） ２４ ３０ ３６ ボーナス一括払 ボーナス２回払 

ｂ 支払期間（カ月） ２４ ３０ ３６ ７月または１２月 ７月と１２月 

ｃ  手 数 料 の料 率

（％）（実質年率） 

１４．５５ １４．５０ １４．４５ ０ ５．１０～１３．

５５ 

ｄ 現金販売価格１

００円当たりの

手数料（円） 

１５．８４ １９．８０ ２３．７６ ０ ４．０ 
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 (ボーナス併用分割払いの実質年率は上記表と異なる場合があります。) 

 

（２）分割払いの分割支払金合計は利用代金に上表の分割手数料を加算した金額となります。 

【現金販売価格 １００，０００円、支払期間１０ヶ月の場合】 

分割支払金合計＝１００，０００円＋１００，０００円×６．７円÷１００円＝１０

６，７００円 

分割支払金＝１０６，７００÷１０回＝１０，６７０円 

（３）ボーナス併用分割払いのボーナス加算月は７月と１２月とし、最初に到来したボーナス

月よりお支払いいただきます。ボーナス加算部分はカード利用代金総額の５０％とし、

分割支払金に加算してお支払いいただきます。但し、ご利用できるのは支払回数が１０

回以上の分割払いの場合に限ります。 

（４）ボーナス一括払いは１２月１日から翌年６月３０日までのご利用分は７月とし、７月１

日から１１月３０日までのご利用分は１２月として、それぞれ請求月にお支払いいただ

きます。 

（５）ボーナス２回払いの分割支払金合計はご利用代金に上表の分割手数料を加算した金額と

なり、７月１日から１１月３０日までのご利用分は１２月と翌年７月とし、１２月１日

から翌年６月３０日までのご利用分は７月と１２月とし、指定月に分割支払金としてお

支払いいただきます。 

（６）会員が、当社の提携クレジット会社の加盟店でカードを利用した場合の手数料料率およ

び計算方法については、提携先の方法によらず本条に規定する方法とします。 

（７）会員が、ショッピング利用代金の支払回数の変更を希望する場合は、当該利用分の第１

回目のお買上計算書が本人会員に到着しかつ約定支払日の前に当社に申出るものとし

ます。この場合当社は変更後の分割手数料料率を適用します。但し、購入した商品、権

利および役務の提供・サービスの提供内容および、当社が判断した場合によっては、支

払回数変更のお申出をお断りする場合があります。 

（８）分割手数料の料率は金融情勢等の事情により変更されることに異議がないものとします。 

 

第第第第２７２７２７２７条条条条（（（（早期完済特約早期完済特約早期完済特約早期完済特約））））    

本人会員が、当初の約定どおり分割支払金の支払いを履行し、かつ約定期間の中途で残額を一括し

て支払ったときは、未到来の分割手数料のうち当社所定の計算方法（７８分法またはそれに準ずる

計算方法）により算定された分割手数料を、当社所定の割合による金利相当分を払戻しするものと

します。 

 

第第第第２８２８２８２８条条条条（（（（会員番号登録型継続契約会員番号登録型継続契約会員番号登録型継続契約会員番号登録型継続契約にににに係係係係るるるる代金等代金等代金等代金等のののの支払支払支払支払いいいい））））    

１．会員が、会員番号登録型継続契約にカードおよびカード情報を利用する場合、本規約等諸条件

を遵守するものとし、当社が会員に代わり当該契約会社および契約団体（以下「契約先」とい

う）に対して利用代金を支払うことを承諾します。尚、会員は第２６条により利用代金を当社

に支払うものとします。 

２．会員が、カードおよびカード情報を利用した会員番号登録型継続契約の支払いを中止する場合

は、その旨当該契約先に申出て承諾を得るものとします。会員が当該契約先に対して申出を怠

り、または承諾を得なかった場合で、当社が契約先に支払いをしたときは、会員は当該代金を

当社に支払うものとします。 

３．会員は、会員のカード番号等変更手続きがあり、かつ当該変更後も当該契約をカード決済する

ために、当該変更事項を契約先に通知する必要があると当社および提携クレジット会社が判断

したときは、会員に代わり当社および提携クレジット会社が当該変更情報を当該契約先に通知

することを予め承諾するものとします。 

４．第１１条に定める事項に該当した場合は、当社は当該契約先に対する代金の支払いを停止する
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ことができるものとします。この場合当該契約先と会員との契約が解約となっても当社はその

責任を負いません。尚、会員が当該契約先との契約を希望する場合は、会員が直接契約先との

間で手続きするものとします。 

５.会員は、各契約加入申込の条件、本規約等の諸条件を遵守するものとします。 

 

第第第第２９２９２９２９条条条条（（（（商品商品商品商品のののの引取引取引取引取りおよびりおよびりおよびりおよび評価評価評価評価・・・・充当充当充当充当））））    

１．会員が第１１条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき当該商品

を引取ることができます。 

２．当社が本条１項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上もしくは協議ができない

場合は、当社が決定した価格をもって、本規約に基づき債務残額の弁済に充当するものとしま

す。尚、この結果過不足が生じたとき会員は直ちに精算するものとします。 

 

第第第第３０３０３０３０条条条条（（（（見本見本見本見本・・・・カタログカタログカタログカタログ等等等等とととと現物現物現物現物のののの相違相違相違相違））））    

会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品・権利・役務内容が

見本・カタログ等とあきらかに相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換および役務の再提

供を申出るか、当該契約を解除することができます。解除した場合は速やかに当社にその旨通知す

るものとします。 

 

第第第第３１３１３１３１条条条条（（（（遅延損害金遅延損害金遅延損害金遅延損害金））））    

１．会員が、ショッピング利用分の支払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日

に至るまで当該支払金に対し、以下の年率（１年を３６５日とする日割り計算）を乗じた額の

遅延損害金を支払うものとします。 

（１）購入日から第１回目の支払日までの期間が２ヶ月を超え、または２回分割以上である取

引については、年率１４．６％を乗じた額。但し、分割支払金合計の残金全額に対し商

事法定利率を乗じた額を超えないものとします。 

（２）購入等契約締結日から第１回目の支払日までの期間が２ヶ月を超えない取引については、

当該支払金に対し年率１４．６％を乗じた額。 

２．会員本人がショッピング利用分の期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した翌日か

ら完済の日に至るまで、分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率（１年を３６５日とす

る日割り計算）を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 

（１）本条１．（１）の取引については当該支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額。 

（２）本条１．（２）の取引については当該支払金の残金全額に対し年率１４．６％を乗じた額。 

 

第第第第３２３２３２３２条条条条（（（（支払停止支払停止支払停止支払停止のののの抗弁抗弁抗弁抗弁））））    

１．会員は、加盟店から購入した商品、権利または役務の提供に関する紛議については、当該加盟

店との間で解決するものとします。 

２．会員は、１項にかかわらず下記の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの期間、当

該事由の存する対象商品等の利用代金について、当社に対する支払いを停止することができる

ものとします。 

この場合支払停止が認められるのは、割賦販売法に定める指定商品・指定権利・指定役務を２

ヶ月以上または２回分割以上で購入または契約した場合に限り、その事由が解消された場合に

は支払いを再開するものとします。 

（１）商品の引き渡し、権利の移転または役務の提供（権利の行使による役務の提供を含む。

以下同じ）がなされていない場合。 

（２）商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合。 

（３）その他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対して生じている事由がある場

合。 

３．会員が、２項の各号の事由により支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、当社は直ちに
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所定の手続きを行うものとします。 

４．会員が、３項の申出を行うときは予め２項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努め

るものとします。 

５．会員が、３項の申出を行うときは、速やかに上記の事由を記載した書面（資料がある場合には

資料を添付のこと）を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由につい

て調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。 

６．会員は２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはで

きないものとします。 

（１）カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。 

（２）カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第

３５条の３の６０第１項に該当するとき。 

（３）１回のカード利用にかかる支払総額が４万円に満たないとき。 

（４）会員の支払い停止の申出が信義に反すると認められた場合。 

（５）飲食の提供を受けるためにカードを利用した場合。 

（６）海外の加盟店でカードを利用した場合。（但し、本邦内に居ながら通信販売の方法で海外

加盟店から購入した場合は除く） 

（７）当社の承諾なしに売買契約の合意解約、加盟店に対するショッピングの分割支払金の支

払い、その他当社の債権を侵害した場合。 

（８）２項（１）（２）（３）の事由が会員等の責に帰すべき場合。 

７．会員は抗弁事由が解消され、当該契約の分割支払金の残額から２項による支払停止額に相当す

る額を控除して当社が請求した場合は、控除後の支払金について支払いを継続するものとしま

す。 

８．本条に定める支払停止の抗弁は、支払済みの支払金返還請求を認めるものではありません。 

 

＜＜＜＜キャッシングキャッシングキャッシングキャッシング条項条項条項条項＞＞＞＞    

第第第第３３３３３３３３条条条条（（（（キャッシングキャッシングキャッシングキャッシングサービスサービスサービスサービスのののの利用利用利用利用））））    

１．会員は、当社所定の現金自動貸付機(以下「ＡＴＭ・ＣＤ機」という)等で所定の操作方法によ

り、キャッシングを利用することができます。その場合、当社がＡＴＭ・ＣＤ機使用料として

１０，０００円以下は１０５円、１０，０００円を超える場合は２１０円の利用料を請求した

場合には、会員はこれを支払うものとします。また、当社が別途認める場合は金融機関のＡＴ

Ｍ・ＣＤ機および窓口等にて、所定の方法でキャッシングを利用することができます。 

２．キャッシングの利用できる単位は１万円（但し、日本国外での利用は、当社または当社が提携

するクレジット会社が指定する現地通貨単位）とし返済方式は利用の都度会員が指定するもの

とします。但し、日本国外での利用は原則１回払いとします。 

３．キャッシング利用代金は、毎月末日を締切日とし翌月請求分より会員が予め約定した支払日に

当社へ支払うものとします。尚、日本国外での利用分については、請求が事務処理上の都合に

より翌月以降になる場合があります。 

４．キャッシングの利率は、金融情勢の変動により変更されることに異議がないものとします。こ

の場合改訂時の残債務についても新利率が適用される場合があります。 

５．キャッシングは希望する会員のみが利用でき、当社が審査の上予め指定するキャッシング極度

枠からご利用元金残額を差引いた可能枠の範囲内で反復して利用できるものとします。 

 

第第第第３４３４３４３４条条条条（（（（キャッシングキャッシングキャッシングキャッシングのののの支払方法支払方法支払方法支払方法））））    

１．一括払い、２ヶ月後一括払い、３ヶ月後一括払いの場合 

ご利用日の翌日から支払日までの経過日数に実質年率１８．００％の割合の利率を乗じて日割

計算（年３６５日とした日割計算）した利息を元金とともに一括して支払うものとします。 

●利用金額×利用日翌日から支払日までの日数×１８．００％÷３６５＝利息 

［利息算出例］利用金額１００，０００円 利用日数４０日の場合 
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１００，０００円×４０日×１８．００％÷３６５＝１，９７２円 

２．元利定額残高スライドリボルビング方式（以下「リボルビング払い」という）の場合 

毎月末締切日までの日々の利用残高に対し、借入日の翌日から支払日までの経過日数に実質年

率１８．００％の割合の利率を乗じて日割計算（年３６５日とした日割計算）した利息を元金

と共に下表に定める所定の金額で支払うものとします。所定の返済金額は当社の請求金額が確

定する日（基本的に毎月１３日）の利用残高を基準として設定します。 

●初回の場合 

利用金額×利用日翌日から約定支払日までの日数×１８．００％÷３６５＝利息 

●２回目以降の場合 

残元金×前回支払日の翌日から約定支払日までの日数×１８．００％÷３６５＝利息 

［利息算出例］利用金額１００，０００円 日数間隔３０日の場合 

 初回  １００，０００円×３０日×１８．００％÷３６５＝１，４７９円（初回利息） 

     支払額１０，０００円（元金充当８，５２１円 利息充当１，４７９円） 

     １００，０００円－８，５２１円＝９１，４７９円（初回支払後の残元金） 

 ２回目 ９１，４７９円×３０日×１８．００％÷３６５＝１，３５３円（２回目利息） 

リボルビング払いの返済金額      

残元金（請求月の前月末元金残高） 返済金額 

１００，０００円以下 １０，０００円 

１００，００１円～２００，０００円  １０，０００円 

２００，００１円～３００，０００円 １５，０００円 

３００，００１円～４００，０００円 ２０，０００円 

元利定額残高スライド

リボルビング方式 

４００，００１円～５００，０００円 ２５，０００円 

 

第第第第３５３５３５３５条条条条（（（（早期返済早期返済早期返済早期返済とととと充当順位充当順位充当順位充当順位））））    

１．本人会員が早期繰上げ返済を希望される場合は、予め当社に連絡し当社が認めた場合、所定の

計算式により元金総額を一括返済することができるものとします。この場合、元利総残高と返

済日までの利息を全額支払うものとします。 

２．当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合は、本人会員へ通知せず当社所定の順序お

よび方法により、いずれの債務（本取引以外の債務を含む）に充当しても異議ないものとしま

す。また、場合により当社の口座振込等による返金に異議ないものとします。 

（１）当社に対する事前連絡がなく金融機関等を通じ支払われた場合。 

（２）当社に対し事前連絡があり当社が認めた場合でも、指定した支払日・支払方法・支払金

額と異なる支払いが行われた場合。 

３．返済期の到来した債務の全額に満たない返済金の場合は、当社所定の順序および方法により、

いずれの債務に充当しても異議ないものとします。 

 

第第第第３６３６３６３６条条条条（（（（遅延損害金遅延損害金遅延損害金遅延損害金））））    

本人会員がキャッシング利用分の支払いを遅延したときは、約定支払日の翌日から支払日まで当該

支払金に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失日の翌日から完済日まで残

債務元金全額に対し年利率２０．００％（１年を３６５日とする日割計算）を乗じた額の遅延損害

金を支払うものとします。 

 

第第第第３７３７３７３７条条条条（（（（勧誘拒否勧誘拒否勧誘拒否勧誘拒否とととと勧誘拒否会員勧誘拒否会員勧誘拒否会員勧誘拒否会員にににに対対対対するするするする勧誘再開勧誘再開勧誘再開勧誘再開））））    

１．会員は＜個人情報・本人確認に関する条項＞第２条の目的で、当社が個人情報を利用している

場合であっても、利用中止の申出を行うことができます。 

２．１項の申出があった場合、当社は会員の希望する期間（希望する期間が確認されない場合は少

なくとも１ヶ月間）キャッシング商品についての宣伝物・印刷物等の営業案内の利用停止措置

をとるものとします。 
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第第第第３８３８３８３８条条条条（（（（マンスリーステートメントマンスリーステートメントマンスリーステートメントマンスリーステートメントのののの承諾承諾承諾承諾））））    

会員は当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第１７条第１項に規定された書面の交付に代え

て、同第６項に規定された書面および第１８条第１項の書面に代えて、同第３項に規定された取引

状況を簡素化し記載した書面（お買上計算書）を、郵送その他当社所定の方法により交付すること

について承諾するものとします。尚、貸金業法施行日以前に入会した会員は、当社から本条に関す

る通知もしくは本条を含む本規約をはじめて送付を受けたとき、１ヶ月以内に異議を申立てること

ができるものとします。 

 

第第第第３９３９３９３９条条条条（（（（キャッシングキャッシングキャッシングキャッシングのののの利用停止措置利用停止措置利用停止措置利用停止措置））））    

会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は会員に通知することなくカードのキャッシング利用

を停止できるものとします。 

１．当社が貸金業法に基づく収入証明等の提出を依頼した際それを拒否したとき。 

２．会員の当社キャッシング利用可能枠および当社の他の契約に基づく借入残高と、他の貸金業者

からの借入残高の合計が、会員等の給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分

の一を超えたとき。 

３．その他当社が会員として不適当と判断したとき。 

第第第第４０４０４０４０条条条条（（（（帳簿帳簿帳簿帳簿のののの閲覧閲覧閲覧閲覧））））    

会員は当社に対し帳簿の閲覧または謄写を請求できるものとします。但し、当該請求が会員の権利

行使に関する調査目的でないことが明らかな場合には、当該請求を拒むことができるものとします。

尚、全ての帳簿について直ちに閲覧または謄写できない場合があることを、予め承諾するものとし

ます。 

 

第第第第４１４１４１４１条条条条（（（（準拠規定準拠規定準拠規定準拠規定））））    

本規約第１条から第２３条までの条文については、ショッピング条項およびキャッシング条項共に

準用するものとします。 

 

＜＜＜＜学生学生学生学生カードカードカードカード特約特約特約特約＞＞＞＞    

第第第第４２４２４２４２条条条条（（（（学生学生学生学生カードカードカードカード））））    

１．学生カード会員（以下「学生会員」という）とは、本人会員が日専連旭川カード規約および本

特約を承認し、本人会員の１親等卑属、かつ１８才以上の学生籍（短期大学・大学・大学院・

および専門学校）を有する方を指定し、本人会員が、当社に当該学生カード専用申込書により

申込み、当社が認めた方をいいます。当社は本特約に基づき、本人会員の申込みにより学生カ

ードを発行します。その取扱は日専連旭川カード会員規約を準用し、本人会員が脱会その他の

理由で会員資格を喪失したときは、当然本特約による学生会員契約も消滅するものとします。 

２．本人会員は、学生会員として申込みをしたカードの利用に対して、会員規約第５条に定めるシ

ョッピング利用によるカード利用および第２条１項に定めるサブカード利用等の一切の権限

（以下「本代理権」という）を授与するものとし、本特約に定める学生会員の債務すべてを引

受けるものとします。本人会員は、学生会員に対する本代理権を消滅させるときまたは無効等

の消滅理由が発生した場合は、第１０条１項に定める方法により学生カードの利用中止を申出

るものとし、当社がこの申出を受付したときに代理権が消滅するものとします。 

３．学生会員は、当社が学生会員の利用内容等を本人会員に対し通知することを予め承諾するもの

とします。 

 

第第第第４３４３４３４３条条条条（（（（カードカードカードカードのののの有効期限有効期限有効期限有効期限））））    

１．学生カードおよびサブカードの有効期限は、学生会員の卒業予定年度の年度末日とします。な

お学生会員がこの期間中に、学生籍を喪失した場合および本人会員が脱会その他の理由で会員

資格を喪失したときは、学生会員資格も当然喪失し、当社から貸与された全てのカードを返却
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するものとします。 

２．上級学校への進学、留年、休学等により学生籍が継続する場合は、本人会員が学生会員の在学

証明書若しくはそれに準ずる書類を当社へ提出し、当社が認めたときはその新たな在学期間を

限度として更新することができます。 

３．本人会員から当社へ、学生会員に関する前項の手続きが学生カードの有効期限までにない場合

は、カードは更新されず卒業予定年度の年度末日をもって無効となります。なお学生会員が日

専連旭川カードの発行を希望する場合は、別途申込書を提出いただき、当社審査の上改めて入

会するものとします。 

 

第第第第４４４４４４４４条条条条（（（（カードカードカードカード利用利用利用利用のののの範囲範囲範囲範囲およびおよびおよびおよび制限制限制限制限））））    

学生カードの利用枠は、第６条の基本極度枠の一部として利用でき、学生会員、家族会員および本

人会員のカード利用額と合わせ、基本極度枠の範囲内で反復して利用できます。但し学生カードは

ショッピング専用カードでキャッシングの利用はできません。 

 

＜＜＜＜個人情報個人情報個人情報個人情報・・・・本人確認本人確認本人確認本人確認にににに関関関関するするするする条項条項条項条項＞＞＞＞    

本条項は株式会社日専連旭川会員規約（以下「本規約」という）の一部を構成します。 

第第第第１１１１条条条条((((個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取得取得取得取得・・・・保有保有保有保有・・・・利用利用利用利用・・・・提供提供提供提供・・・・委託委託委託委託))))    

１．会員および入会申込者（以下「会員等」という）ならびに本人会員と入会申込者の配偶者（以

下「本人会員等配偶者」という）は、当社との取引の与信判断（途上与信を含む）および与信

後の管理ならびに各種サービスの提供のため、以下の個人情報に保護措置を講じた上で取得・

保有・利用・提供・委託することに同意します。 

（１）氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、ｅメールアドレス、勤務先、勤務先電

話番号、家族構成（配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報等）、住居状況、その

他契約書（申込書および変更届出等を含む）に記載された事項等。 

（２）取引の種類、申込日、申込承認日、利用可能枠、利用額、商品名（その数量／回数／期

間）、支払回数等に関する事項等。 

（３）利用残高、月々の支払金額、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、支払い状況

等当社との取引に関する事項等。 

（４）資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジットカード利用状況・支払履歴に関す

る情報等。 

（５）「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類等の記載事項等。（運

転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等） 

（６）会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項等。 

（７）当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項等。 

（８）電話・住宅地図・官報・職員録等不特定多数の者に対して公開されている情報等。 

２．会員等および本人会員等配偶者は、株式会社日専連（以下「日専連」という）および日専連加

盟のクレジット事業者、ＪＣＢ、または三菱ＵＦＪニコスならびにＪＣＢまたは三菱ＵＦＪニ

コスが提携しているクレジット会社に、１項により取得した個人情報に保護措置を講じた上で、

業務遂行に必要な範囲内で提供することに同意します。 

３．会員等および本人会員等配偶者は、当社がコンピュータ事務処理等を業務委託する場合に、１

項により取得した個人情報に保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で下記会社へ業

務委託することに同意します。 

●株式会社 コンピューター・ビジネス 

〒０７８－８８０１ 旭川市緑が丘東１条４丁目２番１４号 

４．会員等は、当社が債権管理・回収業務を業務委託する場合に、１項により取得した個人情報に

保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で下記会社へ業務委託することに同意します。 

●ニッテレ債権回収株式会社 

〒１０８－００２３ 東京都港区芝浦３丁目１６番２０号 
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●北海道債権管理組合 

〒０６０－００４２ 札幌市中央区大通り西８丁目２番地 ダイヤモンドビル４Ｆ 

 

第第第第２２２２条条条条((((個人情報個人情報個人情報個人情報のののの利用利用利用利用目的目的目的目的))))    

会員等および本人会員等配偶者は、下記目的のため第１条１項の個人情報を利用することに同意し

ます。 

（１）カードの付帯サービスの提供。 

（２）当社の新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査。 

（３）当社および加盟店の営業に関する宣伝物・印刷物の送付。 

 

第第第第３３３３条条条条((((信用情報機関信用情報機関信用情報機関信用情報機関へのへのへのへの登録登録登録登録・・・・使用使用使用使用))))    

１．本人会員および入会申込者（以下｢本人会員等｣という）ならびに本人会員等配偶者は、当社が

加盟する指定信用情報機関（以下｢加盟先機関｣という）および当該機関と提携する他の信用情

報機関（以下｢提携先機関｣という）に照会し、本人会員等および本人会員等配偶者の個人情報

が登録されている場合には、本人会員等および本人会員等配偶者の支払能力・返済能力の調査

目的に限りそれを使用することに同意します。 

２．本人会員等および本人会員等配偶者は、本申し込みに関する客観的な取引事実に基づく個人情

報が、加盟先機関に下表に定める期間登録され、加盟先機関および提携先機関の加盟会員によ

り、本人会員等および本人会員等配偶者の支払能力・返済能力の調査目的に限りそれを使用す

ることに同意します。 

登録情報 登録の期間 

本規約に係る申込みをした事実 当社が加盟先機関に照会した日から６ヶ月間 

本規約に係る客観的な取引事実 取引期間中および取引終了後５年以内の期間 

債務の支払いを延滞した事実 取引期間中および取引終了後５年間 

３．当社の「加盟する指定信用情報機関」は下記のとおりです。また、本取引期間中に新たな信用

情報機関に加盟信用登録・使用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。 

●名  称：株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ） 

住  所：〒１６０－８３７５ 東京都新宿区西新宿１－２３－７ 新宿ファーストウエ

ストビル１５階 

電話番号：０１２０－８１０－４１４ 

ホームページ：http://www.cic.co.jp/ 

４．当社の「加盟する指定信用情報機関」と提携する「提携先信用情報機関」は下記のとおりです。 

●名  称：株式会社日本信用情報機構 

住  所：〒１０１－００４６ 東京都千代田区神田多町２－１神田進興ビル 

電話番号：０１２０－４４１－４８１ 

ホームページ：http://www.jicc.co.jp/ 

●名  称：全国銀行個人信用情報センター 

住  所：〒１００－８２１６ 東京都千代田区丸の内１－３－１ 

電話番号：０３－３２１４－５０２０ 

ホームページ：http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 

５．本条３に記載されている加盟先機関である、株式会社シー・アイ・シー（ＣＩＣ）に登録する

情報は下記のとおりです。 

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本

人を特定するための情報等および本人会員または入会申込者に配偶者がある場合の当該婚

姻関係に関する情報、取引の種類、申込日、申込承認日、利用可能枠、利用額、商品名、支

払回数等に関する事項、利用残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関

する情報。 

６．支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟先機関にその抗弁に関する調査期間中登録
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され、その情報が加盟先機関および提携先機関の加盟会員に提供される場合があります。 

７．各信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。 

８.信用情報機関に対する情報提供の手段・方法は、ＣＩＣＬＯＣＫⅡにより暗号化措置を講じた

うえで通信パッケージはＨＵＬＦＴ６を使用し、Ｅｔｈｅｒ回線によるオンライン伝送システ

ムによる登録または、ＣＩＣが認めた方法によるものとします。 

 

第第第第４４４４条条条条((((個人情報個人情報個人情報個人情報のののの公的機関公的機関公的機関公的機関へのへのへのへの提供提供提供提供))))    

会員等および本人会員等配偶者は、当社が各種法令等に基づいて個人情報の提出を求められた場合、

およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に対し第１条１項による項目の

個人情報に保護措置を講じた上で、公的機関等が定めた手段（書面）により業務遂行に必要な範囲

内で提供することに同意します。 

 

第第第第５５５５条条条条((((個人情報個人情報個人情報個人情報のののの開示開示開示開示・・・・訂正訂正訂正訂正・・・・削除削除削除削除))))    

１．本人会員等および本人会員等配偶者は当社および第３条３項に記載する加盟先機関に対して、

また家族会員は当社に対して、個人情報保護法の定めるところにより、自己に関する個人情報

を開示するよう請求することができます。また、個人情報の内容が事実でない場合には、当社

は利用目的の達成に必要な範囲内で訂正または削除および提供中止を、加盟先機関は加盟先機

関が定める方法により速やかに訂正または削除に応じます。 

（１）会員等および本人会員等配偶者が当社に開示を求める場合には、第１０条記載の本店審

査部お客様相談室までご連絡下さい。 

個人情報開示手数料は、１件につき１，０５０円の手数料を支払うものとします。 

（２）本人会員等および本人会員等配偶者が加盟先機関に開示を求める場合には第３条３項に

記載する加盟先機関に連絡して下さい。 

２．当社は開示を行うことが、以下のいずれかに該当する場合には、保有する個人情報の全部また

は一部を開示しないことができるものとします。 

（１）本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合。 

（２）業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合。 

（３）本人の確認ができない場合。 

（４）代理人による請求で、代理権が確認できない場合。 

（５）当社の開示対象個人情報に該当しない場合。 

（６）当社の手続きをご了承いただけない場合。 

（７）法令等に違反することとなる場合。 

 

第第第第６６６６条条条条((((個人情報個人情報個人情報個人情報のののの利用停止利用停止利用停止利用停止のののの申申申申しししし出出出出))))    

会員等および本人会員等配偶者は本申し込み成立後、第２条による利用・提供の中止を申し出るこ

とができるものとし、当社は申し出以降に業務運営上支障がない範囲で利用・提供を中止するもの

とします。但し、毎月のお買上計算書およびお買上計算書に同封される各種ご案内は、中止するこ

とはできないものとします。 

 

第第第第７７７７条条条条((((本規約本規約本規約本規約にににに関関関関するするするする不同意不同意不同意不同意))))    

当社は、会員等および本人会員等配偶者が入会申込書に必要な記載事項を記載しない場合、または

本規約および本同意条項の全部もしくは一部を承認できない場合は入会をお断りする場合があり

ます。但し、第２条に同意しない場合でもこれを理由に入会をお断りすることはありません。 

 

第第第第８８８８条条条条((((本申本申本申本申しししし込込込込みみみみ不成立不成立不成立不成立のののの場合場合場合場合およびおよびおよびおよび脱会後脱会後脱会後脱会後のののの個人情報個人情報個人情報個人情報のののの利用利用利用利用))))    

１．当社が入会を承認しない場合であっても会員等が本申し込みをした事実は、会員等および本人

会員等配偶者承認の有無および、不成立の理由の如何を問わず、第１条および第３条２項に基

づき一定期間登録され利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 
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２．当社は、脱会または会員資格の喪失後も、第１条に定める目的および開示請求等に必要な範囲

内で、法令または当社が定める期間内保有し利用します。 

 

第第第第９９９９条条条条((((条項条項条項条項のののの変更変更変更変更))))    

本同意条項は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更できるものとします。尚、本同意条

項の変更については、当社から会員等および本人会員等配偶者に変更内容を通知した後、または新

同意条項送付後にカードの使用もしくは、異議の申立てが無い場合は、変更事項または新同意条項

を承認したものとします。 

 

第第第第１０１０１０１０条条条条((((個人情報個人情報個人情報個人情報にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ等等等等のののの窓口窓口窓口窓口))))    

１．当社への個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・削除や利用・提供の中止等に関するお問い

合わせは、下記当社の本店審査部お客様相談室までお問い合わせ下さい。 

〒０７０－００３２ 旭川市２条通８丁目 株式会社日専連旭川 審査部お客様相談室 

電話（０１６６）２３－２０００ 平日９：３０から１８：００（年末年始、土日祝祭日除く） 

個人情報管理責任者 個人情報担当部長 

２．信用情報機関へのお問い合わせは、信用情報機関に直接お問い合わせ下さい。 

 

第第第第１１１１１１１１条条条条((((認定個人情報保護団体認定個人情報保護団体認定個人情報保護団体認定個人情報保護団体についてについてについてについて))))    

当社は個人情報保護に関する法律に基づく認定個人情報保護団体である「社団法人日本クレジット

協会」の会員となっております。「社団法人日本クレジット協会」では、個人情報の取り扱いに関

する相談窓口や、苦情・相談などに関する消費相談窓口を開設しております。 

社団法人日本クレジット協会 

〒１０３－００１６ 東京都中央区日本橋小網町１４－１ 住生日本橋小網町ビル６階 

０３－５６４５－３３６０：個人情報の取扱いに関する相談受付電話 

０３－５６４５－３３６１：消費者相談専用電話 

ホームページ http://www.j-credit.or.jp/ 

 

第第第第１１１１２２２２条条条条((((本人確認本人確認本人確認本人確認にににに関関関関するするするする適用適用適用適用))))    

当社は、会員等および本人会員等配偶者の本人確認に関して犯罪収益移転防止法を適用し、会員等

および本人会員等配偶者は以下に定める事項につき同意します。 

１．犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ること

やカードの利用を制限する場合があること。 

２．当社から犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を求められた場合は、すみやかに指定の書類

を提出すること。また、会員等に代わって当社が住民票の写しを取得すること。 

３．当社が保管している本人確認記録を、当社と契約関係にある提携企業の他の取引において犯

罪収益移転防止法のために利用されること。 

４．当社が犯罪収益移転防止法に基づき、第三者に本人確認業務を委託すること。 

５．当社に提出した本人確認に必要な書類は返還できないこと。 

 

【相談窓口】 

１.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。 

２.本規約についてのお問い合わせ、ご相談は下記の株式会社日専連旭川にご連絡下さい。 

◎株式会社日専連旭川 

本店      〒０７０-００３２ 旭川市２条通８丁目     ☎(０１６６)２３-２０００ 

滝川営業所   〒０７３-００３１ 滝川市栄町２丁目９番２１号 ☎(０１２５)２３-５１６１ 

士別営業所   〒０９５-００２９ 士別市大通西６丁目     ☎(０１６５)２２-２０００ 

稚内営業所   〒０９７-００２２ 稚内市中央３丁目１４番５号 ☎(０１６２)２３-２０００ 

 


